
構造改革に向けた政府の取り組みと反響
（ドイツ）

ドイツではここ数年来、他の先進諸国と比較して高い賃金水準や社会保障費が、企業に

とって重荷となってきた。このため、周辺諸国へ本社や生産拠点を移転した、あるいは移

転を検討している、という企業も多い。１９６０年代には完全雇用を誇った雇用状況も悪化し、

ここ数年は失業率１０％台、失業者数４００万人前後で推移してきた。また、連邦政府の財政

は統一後の東部ドイツ（旧東ドイツ）復興費用などにより、厳しい状況が続く。国内では

こうした状況下で、「構造改革」の必要性が叫ばれていた。

シュレーダー政権下で「構造改革」は徐々に進展を見せている。税制改革法案は２０００年

７月、連邦参議院を通過、成立した。法人税率は２００１年に一律２５％に引き下げられ、所得

税率も２００４年まで段階的に引き下げられる。また、企業のキャピタルゲイン課税は２００２年

から廃止される。これによって企業間の株式持ち合いの解消が進み、国内産業の再編につ

ながると予想される。アイヒェル蔵相は２００６年の財政均衡を目指し、緊縮財政を進めている。

本レポートでは、シュレーダー政権が構造改革にどのように対処してきたかを、税制改

革法案成立にいたるまで、時系列的に検証する。同時に、９８年秋までの１６年間、与党を務

めたキリスト教民主・社会同盟（ＣＤＵ／ＣＳＵ）の見解を、経済界や労組の動向などとと

もに解説する。

デュッセルドルフ事務所

戦後、「奇跡の経済」を演出したとされる

ドイツの社会的市場経済モデルは、労働者の

経営参加など、労使の協調をその柱としてい

た。しかし９０年代に入って、その制度疲労と

もいうべきものが目立つようになった。つま

り、重い税や社会保障などの負担などに加え

て、病欠などにより労働時間は世界でも最短

１．シュレーダー政権発足前まで

（１９９３～１９９８．９）

となり、その結果労働コストは世界一高いと

言われるようになった。また、労働市場の硬

直性や、統一に伴う公共部門の比重の増大な

ども顕著となり、これらを敬遠して生産拠点

を近隣諸国に移転したり、あるいはそれを検

討する企業も目立ってきた。

９３年ころから、こうした動きがドイツの産

業立地拠点としての魅力を失わせているとの

認識が政府や経済界を中心に高まり、ドイツ

産業界の空洞化を防ぎ、技術開発を促進する
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政策についての議論が高まってきた。

コール政権（キリスト教民主同盟：

ＣＤＵ）は９３年７月、「立地安定法」を成立さ

せ、法人税率を減免した（留保利益：５０％→

４５％、配当利益：３６％→３０％）。また同年９

月には「ドイツ産業立地保全に関する報告

書」を閣議決定した。この報告書は、財政赤

字削減と公的部門のスリム化、雇用の創出、

社会保障費の抑制、規制緩和や民営化などを

主な骨子としている。

しかし、その後の動きは順調とは言い難

かった。９６年１月に決定された、総合景気対

策である「雇用と投資のためのアクションプ

ログラム」を受けて同年９月に成立した「雇

用と成長のためのプログラム法」は、病欠手

当の削減、解雇制限法の緩和、年金受給開始

年齢の引き上げ、健康保険制度改革、社会保

険料の支払い対象者の拡大などの社会保障制

度改革が盛り込まれていたが、１０月の病欠手

当削減法施行の際には大規模な抗議行動が起

きたため、実施は棚上げされたかたちとなっ

た。また、９７年に作成された所得・法人減税

法案は、６月に連邦議会を通過したものの、

当時野党であった社会民主党（ＳＰＤ）が過

半数を占めた連邦参議院で否決され廃案と

なった。政府・与党側は９８年にも再審議を試

みたが、同年９月に総選挙を控えていたこと

もあってＳＰＤにより再び拒否された。この

ようにコール政権末期は、いわゆる構造改革

が停滞した。

さらに、東部ドイツへの資金移転や、高齢

化の進展などによる社会保障費の増加は財政

を悪化させ、連邦政府の決意とは裏腹に財政

赤字は膨らむ一方となった。９９年予算での赤

字額は８２０億マルク、累積赤字は１兆５，０００億

マルクにもおよんだ。８２年の３，５００億マルク、

ドイツが統一した９０年の７，０００億マルクと比

較しても、その増加ぶりは著しい。

「改革」を訴えたシュレーダー氏率いる

ＳＰＤは９８年９月、総選挙でＣＤＵに勝利した。

ＳＰＤは緑の党と連立を組み、同年１０月、

シュレーダー連立政権が発足した。「改革」

を実行するシュレーダー首相の手腕によせた

国民の期待は大きかった。

（１）税制改革～１９９９・２０００・２００２年減税法案～

連立を構成する社会民主党と緑の党は９８年

１１月、３段階で税制改革を実施する「１９９９・

２０００・２００２年減税法案」を閣議決定した。

２００１年までの減税規模は１５０億マルクにのぼ

る。

所得税について、９８年１万３，０００マルク

だった課税最低限は２０００年に１万３，５００マル

ク、２００２年に１万４，０００マルクへと引き上げ

られる。所得税率は２００２年まで段階的に引き

下げられる（最低税率：１９９８年２５．９％→２００２

年１９．９％、最高税率：１９９８年５３％→２００２年

４８．５％）。法人税について、留保利益に対す

る課税率は９９年に４５％から４０％に引き下げら

れる。一方、配当利益への課税は３０％のまま

据え置かれる。第１、２子に支給される児童

手当は、９８年の２２０マルクから９９年には２５０マ

ルク、２００２年からは２６０マルクに引き上げら

れる（月／１人当たり）。

同減税案については、所得・法人減税とも

に引き下げが小幅なものに留まった一方、各

種優遇措置が廃止されることなどから、経済

界を中心に強い反対意見がでた。特に、各種

助成措置が撤廃される中小企業から異論が続

出した。

（２）政策～左派寄りが目立つ～

シュレーダー政権の政策については当初、

当時ＳＰＤ党首で蔵相のラフォンテーヌ氏が

ＳＰＤ左派の重鎮であったことから、労働者よ

２．シュレーダー政権初期

（１９９８．１０～１９９９．２）
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りのものが目立った。中小企業助成について

は前政権より５，０００万マルク多い２２億マルク

を計上した。また雇用対策として、若年層の

教育費２０億マルクや長期失業者対策として企

業に払う２２億５，０００万マルクを含む４２４億マル

クを計上するなど、左派色をにじませた内容

となった。さらに、９８年１２月の連邦議会で可

決された病欠時賃金の全額支給の復活や、解

雇制限緩和の撤廃などもその好例といえよう。

９９年３月、ラフォンテーヌ蔵相は突如辞任

を表明、ＳＰＤの党首も辞任した。シュレー

ダー首相との政争に破れたのが原因といわれ

る。後任としてアイヒェル蔵相（ＳＰＤ）が

起用された。同相はその現実的な経済政策も

さることながら、財政均衡論者としても知ら

れる。同相は、財政出動を繰り返したコール

時代の政策を厳しく批判、「今や連邦政府支

出の約４分の１は、国債の償還に充てられて

いる」とその危機的状況を訴えた。

（１）「将来計画２０００（Ｚｕｋｕｎｆｔｐｒｏｇｒａｍｍ

２０００）」～財政均衡と企業の負担軽減～

政府は９９年６月、「将来計画２０００」を閣議

決定した。同計画は財政均衡を目指す蔵相の

姿勢を如実に示している。同計画では、法人

税減税や社会保険料負担の軽減などを通じて

企業負担の軽減しドイツ企業の国際競争力を

強化すると同時に、財政赤字の削減を図る。

また、環境税を強化して歳入面を強化し、同

税収を年金掛け金に充当することで企業負担

を軽減する。環境税は同時に資源の有効利用

を促進することから、新たな技術開発と雇用

を促進する。連邦政府は同計画によって、企

業競争力強化、財政均衡、雇用拡大という

「一石三鳥」の効果が期待できるとした。同

計画は９９年８月、草案として具体化された

（５．（１）参照）。

３．ラフォンテーヌ辞任、緊縮財政目指

すアイヒェル蔵相（１９９９．３～１９９９．７）

（２）「ドイツ現代化政策」～２１世紀初頭ま

での方向性を示す～

政府は９９年７月、「ドイツ現代化政策」を

発表した。これは、経済成長、雇用の確保や

新規雇用の増加を最終目標とし、２１世紀初頭

までの数年間に、財政改革、税制改革を軌道

に乗せると同時に、所得控除や法人税制の見

直し、９９年４月に導入された環境税の改正、

年金、失業保険、健康保険の見直しも視野に

いれた「５０年に及ぶドイツ連邦共和国史上最

大の改革（シュレーダー首相）」とされる。

歳出削減の具体的目標としては、２０００年予

算の歳出を３００億マルク削減することを挙げ

た。この場合、２０００年の新規借入れ額が５００

億マルク減額されることとなり、２００２年には

４００億マルク、２００３年には３００億マルクにまで

削減され、遅くても２００６年には新規借入れを

ゼロにする。一方、歳出削減方法については

「将来計画２０００」を再確認した内容となって

いる。例えば、年金の支払額の増額率を向こ

う２年間、インフレ率のみに準拠することと

している。他方、国民生活に密接に関係する

社会保障費や、欧州統合やグローバリゼー

ション化が一層進展する次世代に不可欠な教

育、技術開発費などについては増額するなど、

柔軟に対応するとしている。

（１）緊縮財政法案、閣議決定

政府は９９年８月、緊縮財政法案を閣議決定

した。同案は６月に発表された「未来計画

２０００」、７月に発表された「ドイツ現代化政

策」に基づくものである。年金給付額や失業

手当ての引き上げ幅を抑制し歳出を抑えると

同時に、環境税の強化を盛り込んだ。

主な内容は、①環境税の２００３年までの段階

的引き上げ、②年金給付額の引き上げをイン

フレ率のみに準拠（同案は２０００年のインフレ

率を０．７％、２００１年を１．６％と予測）、③低所

４．緊縮財政法案の成立

（１９９９．８～１９９９．１２）
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得者層への住宅補助削減、④失業救済金

（Ａｒｂｅｉｔｓｌｏｓｅｎｈｉｌｆｅ）の制限強化などで、

２０００年の歳出を３００億マルク削減するとして

いる。

財政支出は大幅に制限する。年金の増加率

は従来の方針通り、２０００年、２００１年はインフ

レ率のみに連動させることを正式に盛り込ん

だ。ただし、２００２年以降については、所得の

伸び率に一致させるとしている。また、２０００

年１月から年金の掛金が１９．５％から１９．１％に

減額される分は、環境税で補充する。

労働市場関連では、若年層の雇用促進ため、

２０００年に２０億マルクを投入する一方、２０００年

は雇用状況の好転が予想されることから、同

年の失業手当総額は９９年の２８０億マルクを大

幅に下回る２２２億マルクになるとしている。

失業手当の２００１年と２００２年の増加率は年金と

同様、インフレ率のみに連動させる。

また、州と折半していた住宅補助金は２０００

年１月から削減されるほか、東部ドイツ経済

の構造改革のための財政補助も制限される。

ただし、財政補助は２００１年以降に再開される。

一方で、財政措置を拡充する分野もある。

第１子、第２子への児童手当は２０００年に、

２５０マルクから２７０マルクに引き上げられる

（月・１人当たり）。また、１６歳以下の児童

の児童扶養控除額も２０００年から、３，０２４マル

クとなる。身体障害者については年令制限を

設けない。研究・教育分野では、研究機関へ

の援助額を増やすと同時に、教育分野での情

報教育を促し情報技術の発展を図る。また今

後成長が期待されるバイオ分野での企業の育

成にも力を入れるとしている。

① 各界の反応

野党ＣＤＵ・ＣＳＵは緊縮財政法案について、

福祉の切り捨てであるとして激しく批判した。

州政府も「州に負担を強いるだけ」として反

発した。識者・専門家の間では、ティートマ

イヤー前連銀総裁（ＣＤＵ党員）が支持を表

明した一方、ドイツ銀行主席エコノミストの

ヴァルター氏は「（財政均衡という）緊急課

題には対応しているが、将来のビジョンが見

えていない」とするなど、評価が分かれた。

また、金属労組ＩＧメタルのツヴィッケル委

員長は「シュレーダー政権は、財政健全化の

ために選ばれたわけではない。雇用を守るこ

とこそが最大の使命」と主張するなど、労働

組合は同法案を批判した。国民の間でも、社

会保障費の削減を含む同法案への反発は強

かった。９９年に行われた一連の州議会選挙で、

ＳＰＤは全敗といっても過言ではない敗北を

繰り返した。特に東部のチューリンゲン州で

の得票率は、州選挙における同党の戦後最低

記録を更新、旧東独共産党の後身である民主

社会党（ＰＤＳ）の後塵を拝して第３党に後

退した。

② 緊縮財政がドイツにもたらすもの

緊縮財政によって、財政赤字削減そのもの

への効果のほかに別の効果が期待される。そ

れは、国民、経済界の国家への依存度を低く

することである。９９年のドイツの公共部門の

支出はＧＤＰの４９％に及ぶ。９９年１２月に連邦

政府が承認した「財政安定化計画」では、同

水準を４５．５％以下に引き下げるとしている

（５．（３）参照）。政府は具体的数字を示す

ことで、政府依存に慣れそれを当然のことと

理解している国民各層に警鐘をあたえている。

「信頼できる政治家」を問うアンケートでは

常に上位に顔を出すザクセン州のビーデン

コップ州首相は国民の政府依存について、

「豊かな時代しか知らない世代が大半を占め

る今の（特に西部）ドイツでは、能力以上の

出費を重ね、誰もが倹約を嫌っている」と痛

烈に批判している。ベルリン自由大学のバー

リング教授も「責められるべきは、補助金の

削減を嫌う国民か、それとも今日の停滞を招

いた政治家か。いずれにせよ、ドイツの最重

要問題であるこのテーマは、統一以来、解決
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の糸口さえみられない」と事態の深刻さを現

している。

（２）政府、緊縮財政法案を２分割して処理

９９年秋に行われた一連の州選挙でＳＰＤは

敗北を喫し、各州の代表者から構成される連

邦参議院で、与党が過半数を割り込む事態に

なった。このため政府は、連立政権に対する

信任を高めるという意味からも、緊縮財政法

案の減税額３００億マルクを２分割し、うち１４０

億マルク分を緊縮財政法案に盛り込んで早期

に成立させ、残りの１６０マルクを通常予算で

対応する方針をとった。

緊縮財政法で対応する１４０億マルクには、

「年金インフレ率抑制法」（１００億マルク）や

「住宅費補助法」（２５億マルク）、「失業救済

金廃止法」（１０億マルク）などが含まれた。

また、２０００年１月からの貯蓄型生命保険への

課税や、児童手当の増額なども含まれた。審

議の結果、住宅費補助法と、失業救済金廃止

法は連邦参議院での同意が得られず成立しな

かった。この結果、緊縮財政法での削減規模

は当初の１４０億マルクから約１００億マルクと

なった。

一方、通常予算で対応した分については、

２０００年度予算案（暦年）が９９年１１月、連邦議

会を通過したことで歳出削減が決定した。こ

の結果、緊縮財政法案での削減分と併わせ、

当初案３００億マルクのうち、２６０億マルクの歳

出削減が承認された。

（３）財政安定化計画～財政赤字削減への道

筋示す～

連邦政府は９９年１２月、財政安定化計画を承

認した。主な内容は、２００３年に財政赤字の対

ＧＤＰ比を０．５％に、政府累積債務の対ＧＤＰ

比を５８％にさげるというものである（９８年は

それぞれ１．７％、６０．７％）。また、同計画では

公共部門の対ＧＤＰ比を今後、４５．５％以下に

引き下げることを目指す（９９年は４９％）。な

お、政府は同計画の中で、実質ＧＤＰ成長率

を２０００年は２．５％、それ以降は２％と想定し

ている。

（１）「税制改革２０００」発表

連邦政府は９９年１２月、「税制改革２０００

（Ｓｔｅｕｅｒｒｅｆｏｒｍ２０００）」と称する税制改革

案を発表した。アイヒェル蔵相は同案につい

て「５０年のドイツ連邦共和国史上最大の税制

改革である」と評価した。また同相は「財政

赤字削減と税制改革をリンクして考えてい

る」とし、「財政健全化とともに経済成長と

雇用を促進し、サプライサイドに立って内需

を活性化させる税制が必要」としている。

２００５年までに信頼される税制のフレームを作

ることも肝要であるとした。

同計画では、「１９９９・２０００・２００２年減税法」

（３．（１）参照）のうち２００２年実施分を１年

前倒し２００１年から実施するとしている。２０００

～２００５年の減税総額は４２０億マルクとなる。

減税額を主体別にみると、家計が２２０億マル

ク、中小企業が１１０億マルク、大企業が９０億

マルクとなる。

法人減税については留保利益、配当利益と

もに２００１年から２５％へ引き下げられる。これ

による減税効果は８０億マルクと試算されてい

る。また所得税の引き下げについても、２００５

年１月には最高税率を４５％、最低税率を１５％

に引き下げる旨を発表した。

同改正案では、現在所得税が適用されてい

る合名会社（ＯＨＧ）や合資会社（ＫＧ）な

どの人的会社や個人企業に対する、いわば救

済措置も用意している。それは①納付する所

得税額のうち、営業収益税の一部または全部

が控除できる、②出資者全員の選択という条

件つきながら、事実上、資本会社と同様に法

人税を納付することができる、のいずれかを

選択できるというものである。人的会社は所

５．企業立地を高める税制改革成立

（１９９９．１２～２０００．７）
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得税で納税するため、同計画の法人税減税に

より資本会社（株式会社や有限会社）との納

税額に差が付くことに対応したものである。

同計画では、ＳＰＤ内左派が強く要望して

いた相続税の強化などは見送られた。なお、

同計画は歳出削減についても言及し、２０００年

に３００億マルク、２００３年には５００億マルクを削

減し、２００６年には財政均衡を実現させるとし

ている。また、同案では貯蓄型生命保険への

課税を強化する。

（２）税制改革法案可決、２００１年施行

政府は２０００年２月、「税制改革２０００」を反

映（一部修正）させた税制改革法案を閣議決

定した。同法案は５月、一部修正のうえ連邦

議会で可決された。一方、各州の代表者から

構成される連邦参議院では、野党ＣＤＵ・

ＣＳＵが多数派を占めるため、同法案の成立

が危ぶまれた。シュレーダー政権は、州レベ

ルでＳＰＤが野党と連立を組む州（ベルリン、

ブレーメン、ブランデンブルク、ラインラン

トファルツ、メクレンブルク・フォアポルメ

ルン）と協議、所得税の最高税率を４３％から

４２％に下げるなど法案自体の修正に加え、こ

れらの州に対する個別財政支援などを提案し

た。これが奏効しこれらの州すべてが賛成に

回ったことで、同法案は同年７月、連邦参議

院を通過した。同法は２００１年１月から施行さ

れ、２００６年までの減税総額は６００億マルクに

のぼる。

所得税は、最高・最低税率ともに３段階

（２００１年、２００３年、２００５年）で引き下げられ

る。最高税率は５１％から４２％、最低税率は

２２．９％から１５％となる。また、課税最低限は

２０００年、１万３，４９９マルクから２００５年には１

万５，０１１マルクに引き上げられる。一方、最

高税率が適用される年収は２０００年の１１万

４，６９６マルクから２００５年１０万２，０００マルクに引

き下げられる（表参照）。

法人税については、地方税などを合せた実

効税率は、現在の約５３％から３８％程度にまで

軽減され、ＥＵ諸国の中でも平均的な数値と

なる。内部留保（４０％）と配当利益（３０％）

への異なる課税率は２００１年から一本化され、

２５％となる。また、法人税の二重課税を避け

るためにこれまで取られてきた「インピュ

テーション方式」（投資家が受け取る配当に

課せられる所得税から、企業がすでに支払っ

た法人税を控除するというもの）を廃止し、

代わりに「所得半額課税方式」（投資家は、

受け取る配当の半額だけが課税対象となる）

が採用される。

人的会社に対しては現在、法人税ではなく

所得税が課税されるが、今回の改正により

２００１年からは、州税である営業税を、所得税

に算入して相殺できるようになる。

同時に、課税ベースの拡大も盛り込まれて

いる。具体例としては、動産の定率償却法の

場合の上限償却率の引き下げ（３０％から２０％

へ）、営業資産とされている建物の償却率の

表 所得税減税の推移

（単位：マルク）

２０００年 ２００１年 ２００３年 ２００５年

最低税率（％） ２２．９ １９．９ １７．０ １５．０

課税最低限 １３，５００ １４，０９４ １４，５２６ １５，０１２

最高税率（％） ５１．０ ４８．５ ４７．０ ４２．０

最高税率適用所得 １１４，６９６ １０７，５６８ １０２，２７６ １０２，０００

（出所）ＦＡＺ紙資料よりジェトロ作成
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引き下げ（４％、つまり償却期間２５年から、

３％、同３３年へ）、個人所有株式のキャピタ

ルゲインの非課税扱いの制限、などがあげら

れる。

なお政府は、今回の改革による減収分につ

いては、これによってもたらされる経済成長

により穴埋めできるとの見方を示している。

（３）産業再編を促すキャピタルゲインの非

課税化

成立した税制改革法では、２００２年から企業

が持ち株を売却した場合の利益は非課税とな

る。これは法人税減税以上に、ライン型資本

主義を標榜してきた国内経済に大きな影響を

与えるとされる。

ドイツでは伝統的に、ドイツ銀行やアリア

ンツ（保険）などの巨大金融機関が、主要企

業の最大株主であることが多い。この結果、

金融機関の影響力は、場合によっては決定的

といえるほど大きい。他方、金融機関は株式

を売却した場合に課せられる税率が６０％弱と

高いため、やむなく株を保有し続けてきた側

面もある。

キャピタルゲイン課税の撤廃により、これ

らの大手金融機関は、持ち株を売却をするこ

とで巨額の資金を得られる。国内産業には、

①放出された株式をどの企業が購入するか、

②金融機関の売却資金の使途、の２点におい

て大きな影響を与えることとなる。金融機関

は売却資金を効果的に運用できるようになる

との見方も、少なからず存在する。

これによってドイツ型経営そのものが近い

将来に劇的な変化を遂げる可能性がある。金

融機関だけでなく大企業も、他業種企業の持

ち株売却で経営資源を基幹分野に集中し、効

率的な経営を進めることになろう。外国人株

主の増加がドイツの株式市場を活性化させる

ことを期待する声もある。

（４）各界の評価

税制改革法に対する各界の評価は、おしな

べて高い。とりわけ、キャピタルゲインの非

課税化などで最も恩恵を受けるとされる金融

界で、その傾向が顕著にみられる。ただし、

かねてから法人税減税を主張してきた経済界

の中には①減税の実施時期が２０００年ではなく

２００１年からとなったこと、②地方税などを含

めた法人税の実効税率が、当初言われていた

３５％ではなく、３８～３９％となったことから

「十分でない」とする向きもある。また、ド

イツ商工会議所連合会（ＤＩＨＴ）のシュ

ティール会長のように、所得減税のさらなる

引き下げを求める声もある。労働組合も、減

税による景気回復で雇用の促進が期待される

ため、同法を支持する声が多い。ただし、中

小企業からは、大企業と比較して恩恵が少な

いことを理由に批判的な意見が目立つ。

経済研究所の論評では、雇用増による失業

者数の減少と、対独投資の活性化につながる

と評価する声がある一方で、人的会社の冷遇

と、小幅に留まった所得税減税に不満を見せ

る声もあり、評価は分かれている。６大経済

研究所の一つであるｉｆｏ経済研究所（ミュン

ヘン）は、同法が留保利益と配当利益への税

率を統一したことは好ましいとしながらも、

①人的会社との税負担の拡大が（資本会社に

よるこれらの会社の吸収、合併などを促し）

企業集中を加速させることにもなりかねない

こと、②政府はドイツの現代化にばかり気を

取られ、その過程で起こるはずのいわば副作

用について軽視しているフシがあること、に

対して疑念を向けている。また、盛んに言わ

れている「経営形態の変化が、経済成長と雇

用増をもたらす」という仮説については、両

者に因果関係はなく、雇用問題は、硬直化し

た労働市場と業種別の賃上げ交渉にこそある

と警告している。
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ＣＤＵの裏口座疑惑など一連のスキャンダ

ルや極右の台頭で、政界での「構造改革」に

ついての論戦は表向きにはしばし休戦といっ

た印象を受ける。ただし、「構造改革」はド

イツ社会に深く根差している問題であること

から、今後も再び活発な議論が展開されるこ

ととなろう。

国内最大手行のドイツ銀行と、同第３位の

ドレスナー銀行との合併（のちに撤廃）など

にみられるようにドイツ企業は再編を急いで

６．おわりに
いる。これは、２年目を迎えた欧州単一通貨

ユーロへの対策や、激化する世界規模での競

争に打ち勝つための戦略であることは言うま

でもないことだが、税制改革など国内の「構

造改革」も少なからず影響している。

ドイツはＥＵ全体のＧＤＰの３割を占める

ことから、ドイツ経済が欧州経済全体に及ぼ

す影響は大きい。このため、「構造改革」の

行方は単にドイツだけの問題ではなく、その

成り行きは欧州の将来を左右するものといえ

る。

（谷 雅之）
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